
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年 6月 24 日に関係団体が連携し、悪質商法等の消費者被害を防

止することを目的として設立された音更町消費者被害防止ネットワーク。 
新型コロナウイルス感染拡大により、新年度は波乱の幕開けとなりましたが

引き続き皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

音更町消費者被害防止 
ネットワークニュース 

 

発行：音更町消費者被害防止ネットワーク（事務局：音更町消費者協会 ℡67－5541） 

音更町老人クラブ連合会 音更町防犯協会 音更町民生児童委員協議会 音更町消費者協会  

 

 

 

 

２０２０年 春 号  

☆（消費者の日）街頭キャンペーン☆ 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、5 月の消費者月間に行う予定を

延期いたしました。時期等詳細が決まりま

したら改めてご連絡いたします。 

☆消費者のつどい☆ 

隔年開催【来年開催予定】 

今年度はありません 
 

☆被害防止ネットワークニュース発行☆ 

年 4回発行予定【季刊】 

 

元年度の様子 

みんなで作ろう！消費者被害０の町 

音更町消費者被害防止ネットワークの活動（予定） 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音更町消費生活センター 

消費生活相談窓口 
（共栄コミセン 1 階） 

開設：月～土・９時から１７時（祝日・第一月曜・年末年始休） 

◆消費生活相談電話は 

32-3211 

 

相談 

窓口 

 

発行：音更町消費者被害防止ネットワーク（事務局：音更町消費者協会 ℡67－5541） 

音更町老人クラブ連合会 音更町防犯協会 音更町民生児童委員協議会 音更町消費者協会  

 

 

5月は消費者月間です 

 昭和 43年 5月に施行された「消費者保護基本法」施行 20周年を機に、昭和

63年から毎年５月を「消費者月間」としています。消費者団体、事業者団体、

行政等が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を全国各地

で集中的に行っています。 

令和２年度 消費者月間統一テーマ 

「豊かな未来へ ～『もったいない』から始めよう！～」 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、消費

者月間に行う予定であった「街頭キャンペーン」を延期と

します。詳細が決まりましたら改めてご連絡いたします。 

消費者が、事業者、地方公共団体、国などとも連携し、食品ロス削減

を始め、消費を通じた豊かな未来づくりに向けて具体的な行動を起こ

すきっかけとなることへの期待が込められたテーマです。 

 

 

 

 

 

音更町消費生活センターだより 41号では「新型コ

ロナウイルス関連の詐欺や悪質商法」を特集しまし

た。また消費生活センターには「商品が届かない」

「定期購入だった」といったネット通販等のトラブ

ルも寄せられています。心配なことがございました

ら消費生活センターにご相談ください。 

コロナ関連トラブルに気を付けて！！ 


